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研究要旨：英国のＭＣＡ（意思決定能力法）における、行動障害や触法行為をする障害者に対す

る意思決定支援、ベストインタレスト（最善の利益）の手続がどのように行われ、行動障害や触

法行為の改善がどう図られているのかを調査した。権利擁護機関の第三者代弁者（ＩＭＣＡ）な

どを中心とした意思決定の手続や手法、ベストインタレストに基づく代行決定のあり方などの具

体例が明らかになった。 

 障害者本人の意思を中心としたケア（パーソン・センタード・ケア）の理念に基づき、パーソ

ナルアシスタンスを活用した障害特性にあった環境設定や個別ケアが柔軟に行われていることが

わかった。インフォーマルな資源の活用も積極的に行われており、予算の肥大化防止とともに障

害者本人が共生社会を構成する一員として能動的に社会に参加できるような支援が実現されてい

ることもわかった。 

 日本でも障害者権利条約批准の下、施設から地域生活への移行、成年後見からより権利性を担

保する意思決定支援への転換が模索されている。また、障害者総合支援法の見直しの論議が２０

１５年は行われているが、パーソナルアシスタンスや意思決定支援が焦点となっており、国内に

おける制度改革にも多くの示唆を得ることができた。 

 

Ａ．研究目的 

 英国のＭＣＡ（意思決定能力法）における行

動障害・触法行為をする自閉症や知的障害者に

対する意思決定とベストインタレスト（最善の

利益）法則に基づく代行支援のあり方を調査し、

日本国内における意思決定支援やパーソナル

アシスタンスの導入や制度設計の検討に生か

す。 

 

Ｂ．研究方法 

 英国政府や自治体の担当者及び権利擁護機

関や障害者福祉サービスの提供事業所などを

訪問しインタビューした。日程とインタビュー

対象者は以下の通り。 

２０１５年３月１６日 

①イギリス保健省でＭＣＡ担当職員らと面談 

◆ザンドレア・スチュワート（ Zandrea 

Stewart）、成人向け社会的サービスディレクタ

ー協会（Association of Directors of Adult. 

Social Services） の自閉症責任者 

◆アマンダ・ゴードン（Amanda Gordon）、イ

ギリス保健省社会的ケア部ＩＭＣＡ制度の監

督・実施責任者 

②ハウンズロー・ロンドン特別区（London 

Borough of Hounslow）の職員らと面談 

◆ジェームズ・ハーン（James Hearn） Senior 



 
 

Commissioning Manager for Learning 

Disabilities 

◆マーク・ブロムフィールド（Mark Blomfield） 

Joint Commissioning Manager - Supported 

Housing 

③権利擁護機関「VoiceAbility」のＩＭＣＡと

面談 

◆ジュディ・ウィナー（Judy Weiner） 

 

１７日（火） 

④権利擁護機関、ＩＭＣＡの育成担当者と面談 

◆スー・リー（Sue Lee） 

⑤英国自閉症協会（ＮＡＳ）ラドブロークグロ

ーブ自閉症センターを訪問 

 

１８日（水） 

⑥権利擁護機関 POhWER を訪問 

◆ローアン・ダイソン（Roan Dyson）事業開

発担当役員  

◆ジョン・ホイーラー（Jon Wheeler）事業運

営担当役員 

⑦英国自閉症協会（ＮＡＳ）成人・コミュニテ

ィーサービス（サリー州・ロンドン南部担当）

を訪問 

 

１９日（木） 

⑧メンタルヘルス財団（ Mental Health 

Foundation）を訪問 

◆トビー・ウィリアムスン（Toby Williamson）

高齢者・認知症・メンタルキャパシティー担当 

⑨障害者福祉サービス提供事業所サロック・ラ

イフスタイル・ソルーションズ（Thurrock 

Lifestyle Solutions; TLS）を訪問 

 

（１）目的と成果 

 発達障害や知的障害のある少年や成人によ

る刑事事件が時折マスメディアで取り上げら

れ世間の耳目を集めることがある。かつては殺

人などの重大事件を起こした少年が精神鑑定

で発達障害との診断が下されると、メディアが

こぞって障害名を大きな見出しに掲げた記事

を掲載したこともあった。障害当事者団体など

からの抗議もあり、最近はそうした報道は少な

くなったが、発達障害・知的障害のある人によ

る触法行為は相変わらず起きている。 

 その背景には発達障害・知的障害のある子ど

もたちが学校でいじめにあったり、教師の無理

解から不適切な指導を受けて不登校や引きこ

もりに追い込まれたりしている実態がある。ま

た、家庭内での虐待や不適切な対応で自傷他害

などの二次症状を起こしている人も多い。家族

もフォーマル・インフォーマルな支援に結びつ

かず、孤立感を深めている場合が少なくない。 

 ２０１２年７月、に大阪地裁の裁判員裁判で

アスペルガー症候群の男性が実姉を殺害した

事件で、検察側の求刑（懲役１６年）を上回る

判決（懲役２０年）が言い渡されたことがある。

判決理由の中で「社会に受け皿がなく、できる

限り長期間刑務所に拘置するほかない」との文

言があり、関係団体から判決に対する批判が起

きた。ただ刑務所に長期間服役させるだけでは

矯正にも社会防衛にもつながらないことは言

うまでもないが、しかし、こうした触法の発達

障害者の「受け皿」が地域社会にはほとんど存

在しないとうのも否定できない事実である。 

 触法障害者の出所後の支援については地域

生活定着支援センターが全都道府県に整備さ

れているが、地域によっては十分に機能してい

るとは言い難い状況だ。出所後の処遇について

は知的障害者の入所施設が安易に選択されて

いるとの指摘も根強い。一部のグループホーム

で献身的な矯正や地域生活支援に取り組んで

いるところもあるが、コミュニケーションや認

知機能に独特の偏りのある高機能発達障害者、

自傷他害や職員への反抗など行動障害のある

人はグループホームや通所施設からも敬遠さ

れる傾向が強いと言えるだろう。 

 ２０１５年から長時間のマンツーマン支援

を行う「重度訪問介護」の対象に行動障害のあ

る知的障害・精神障害者が加わった。障害者総



 
 

合支援法の見直し作業が２０１５年現在行わ

れているが、その焦点の一つはパーソナルアシ

スタンス事業の導入の可否についてである。パ

ーソナルアシスタンスは各国ですでに導入さ

れているが、その定義は必ずしも一様ではない。

ただ、重度訪問介護に比べて利用場面の制限が

なく、利用者側のコントロールの下、障害特性

や生活の事情の都合に合わせて自由にヘルパ

ーが使えることから、障害当事者の間では以前

から熱望されていた。 

 イギリスにおいては行動障害のある発達障

害者に対してパーソナルアシスタンスが有効

に使われ、行動障害の改善や地域生活の安定に

貢献している例がある。スウェーデンに比べて

費用の膨張にも一定の歯止めがかけられてお

り、今後の日本での導入の議論に多いに参考に

なるのではないかと思慮したところである。 

 また、判断能力にハンディのある障害者の財

産管理や権利擁護のために成年後見制度が少

しずつ広まっているが、本人に代わる代行決定

を後見人に認めるなど権利制限の要素が強い

我が国の制度は、国連障害者権利条約の「法の

前での平等」（１２条）原則に抵触すると言わ

れており、いずれ見直し議論が余儀なくされる

との観測がある。 

 この点に関してイギリスは、２００５年の

「意思決定能力法（Mental Capacity Act、

ＭＣＡ）」で、従来の代行決定から障害のある

本人の意思を中心としたケアを追求する抜本

的な転換を図っており、どうしても意思決定の

難しい人については本人をよく知る人々によ

るベストインタレスト（最善の利益）の追求に

ついて法的に定めたことで知られる。 

 触法障害者の出所後の地域生活や行動障害

のある人に対するケアに関してＭＣＡがどの

ような役割を果たしており、ベストインタレス

トをどうやって追求しているのか、その結果ど

のような成果が得られているのかについて知

ることは、「地域の受け皿」の構築というだけ

にとどまらず、触法障害者の矯正や行動障害の

改善、さらには、地域で暮らすことが難しいと

思われていた障害者をして”自ら能動的に社会

にかかわり、人生を楽しむ主体”という新しい

アイデンティティの確立を図ることにもつな

がっていくものと思われる。 

 今回のイギリス調査は、ＭＣＡを所管する保

健省の担当官、地方自治体、ＭＣＡに定められ

た権利擁護活動を実施している団体、ベストイ

ンタレストの追求に携わる専門職であるＩＭ

ＣＡ（第三者代理人）などに面会しインタビュ

ーを行った。また、触法や行動障害のある自閉

症の人の地域生活を支援しているＮＡＳ（イギ

リス自閉症協会）の現場も視察した。現在日本

国内で紹介されているＭＣＡの理念や制度解

説では必ずしも明らかにされていない実情や

課題、新たな模索や今後の可能性についても知

ることができた。 

 今後の日本の障害者総合支援法の改正や成

年後見法の見直し論議において有意義な知見

が得られるものと期待される。 

 

（２）地域生活 

 いまだに１２万人もの知的障害者が入所型

の施設で暮らしている日本とは異なり、イギリ

スでは古くからノーマライゼーションの理念

に基づき、大規模入所施設はほとんど存在せず、

障害者の地域生活の福祉資源が整備されてき

た。 

 障害者本人に必要な分の福祉サービスを購

入する予算を提供するダイレクトペイメント

（ダイレクトバジェット）によって、パーソナ

ルアシスタンスを自ら雇用し、あるいはパーソ

ナルアシスタンスのサービスを購入し、地域で

の一人暮らしの実現が進められてきた。１人暮

らしが難しい人はグループホームのような共

同住居（レジデンシャルケア）が受け皿となっ

てきたが、自由のない集団処遇の一類型のよう

に見られ否定的に語られることも多い。 

 また、中高年の夫婦が「里親」のように自閉

症の人を引き取り、家族のようにして一緒に暮



 
 

らす「シェアード・ライブズ」という制度が最

近は注目されている。「里親」には公的補助金

が出るが、施設整備費や専門スタッフの人件費

に比べれば少ない予算で済み、しかもより自然

な生活環境の中で暮らすことができるため、障

害者本人の満足度も良いと評価されているら

しい。 

 パーソナルアシスタンスも必要な場合は複

数のスタッフが２４時間付く場合もあるが、ス

ウェーデンに比べればかなり限定的に使われ

ており、日中活動の福祉資源や一般の社会資源

との組み合わせで効率的に使われているため、

費用の膨張に歯止めがかからないという問題

は起きていない。 

 「集団処遇から個別ケアへ」「障害者本人の

意思を中心にした生活へ」という原則に基づい

た政策の方向性が一貫してうかがわれる。 

 これらが日本国内で一般的なイギリスの障

害者福祉のイメージではないだろうか。今回の

調査ではイギリス国内において知的障害や発

達障害の人々が具体的にどういう暮らしの場

にいるのか、その一端をいくつかのインタビュ

ーの中で聞くことができた。 

 外国の進んだ制度を日本国内に紹介すると

きに起こりがちなのが、最先端の政策や制度の

優れた面を過度に強調することであろう。イギ

リスでも先進的かつ効率的な制度が数多く見

られるが、実のところは知的障害者の多くが今

でも親が手元に置いて暮らしているともいう。

そして、地域生活支援をする事業所からは「親

はトラブルにならないかと心配で何かにつけ

保護的になる。親から本人を切り離すことが大

事だ」などの声も聞かれる。９３歳の父親が５

０歳の知的障害のある息子と同居しており、親

亡き後の生活についての取り組みが議論にな

るなど、日本と基本的な状況は大きく変わらな

いのではないかと思われる。 

 また、今でも３０００人～３５００人の重度

知的障害者が病院に入っているといい、現在の

政府はここに焦点をあて、どうやって地域に戻

すかに取り組んでいる。しかし、家族の多くは

地域に戻ってきて欲しくないと思っており、自

治体も費用がより安くまかなえる地域に戻し

たいが、複雑なニーズをもつ人に対する地域資

源の開発が追いつかないので、移行がなかなか

進まないとも言われている。 

 もともと１９７０年代までは最大で８万人

の障害者が病院に収容されていたが、長期収容

型病院は次々に閉鎖されていった。ところが、

刑務所には１０万人の知的障害者が収容され

ているとも言われており、病院から刑務所へ移

行しただけではないかとの批判もある。 

ウィンターボーンビュー事件という施設内

虐待がきかっけとなり、収容施設から地元の自

治体へと障害者を移行させるべきだとの流れ

が加速してきた。 

 ロンドン市内の区の一つであるハウンズロ

ー区は人口 25 万人。福祉サービスを受けてい

る知的障害者は約６００人。そのうちレジデン

シャルケア（上限１０人程度が共同生活する、

ホテルのように自分でキャンセルすることが

できる）が１６０人、サポーテッドハウジング

（自分の部屋や家にケアする人が来る。賃貸借

契約を結び家賃を払わねばならない。風呂やト

イレが共同の場合もある）が１００人。病院が

６人、残りは家族と同居しているか自立生活を

している。 

 １人暮らしをしている人には 24 時間ケアも

あり、日中の外出に２人の支援者をつける人も

いる。センターに 24 時間職員が常駐し、問題

があったら電話を受けたり、ベッドから落ちた

らアラームが鳴るようになったりする。最も費

用のかかる人は１時間 12 ポンド。支援者のス

キルに応じて単価が違う。病院の平均費用は、

１人 500 ポンド（１日）。24 時間ケアは莫大な

費用がかかると思われるかもしれないが、病院

に比べたらコストは低いという。日中活動も利

用しているのでヘルパーがずっと付いている

わけではない。 

 シェアード・ライブズの利用者は６人。「里



 
 

親」になりたがる人は大勢いる。動機はお金で

あったり、知的障害者との経験を得ることだっ

たりする。特別な資格は必要ないが、過去の犯

罪記録についてはチェックし、養成研修をして

いる。 

 また、区外に施設に１５０人がいる。日本の

「都外施設」のように自治体の都合で区外の施

設に入れたのではなく、子どものうちから重度

障害者のための寄宿舎に行った人や、環境がい

いからとの理由で家族の判断で出て行った人

もいる。区はそうした人々を戻すことを考えて

いる。病院に入っているよりも費用も少なくて

済むという。 

 

（３）ＭＣＡ（the Mental Capacity Act） 

  イギリスの成年後見制度を定めた「２００

５年イギリス意思決定能力法」（ＭＣＡ＝the 

Mental Capacity Act）は判断能力の不十分

な人々に対する意思決定支援について定めた

法律だ。 

 日本もそうだが諸外国の成年後見制度は、自

ら意思決定できない人々に代わって法的権限

を与えられた者が意思決定する「代行判断

（substituted judgement）」を主な内容とし

てきた。 

 ＭＣＡはこれを改め、本人に対するエンパワ

メントとコミュニケーションスキルの向上に

よ る 「 意 思 決 定 支 援 」（ supported 

decision-making）へと大きく切り替えた。そ

れでもどうやっても本人が意思決定すること

が難しいと判断された場合には「ベストインタ

レスト（最前の利益）原則」に基づいて代行判

断を認めている。ただし、代行決定の必要性は

認めながらも必要最小限にとどめることが求

められている。 

 同法は契約締結の代理のような法律行為だ

けでなく、日常生活を送る上で必要とする種々

のサービスについても対象としている。医療従

事者、ケアスタッフ、自治体職員、日常生活の

援助者にも適用される。 

 言葉によるコミュニケーションができない、

悪質商法の被害にあった、触法行為や自傷他害

などの行動障害のある－－というだけでは「意

思決定能力がない」とは認められない。身体

的・社会的な脆弱性があるということと意思決

定能力がないということを同一視しない点が

ＭＣＡの特徴である。同法の１条に規定された

以下の「５原則」にＭＣＡの人間観（障害観）

が象徴されているとも言える。 

①意思決定能力がないという確固たる証拠が

ない限り、意思決定能力があると推定されなけ

ればならない 

②自ら意思決定できるよう可能な限りの支援

を受けた上で、それでもできなかった場合のみ、

意思決定ができないと判断される 

③客観的には不合理に見える賢明でない意思

決定を行ったということだけで、本人には意思

決定能力がないと判断されることはない 

④意思決定能力がない本人に代わって意思決

定するには「ベストインタレスト」に適うよう

にしなければならない 

⑤ベストインタレスト原則による意思決定に

おいては本人の権利や行動の自由を制限する

程度がより少なく済む選択肢が他にないか考

慮されなければならない 

 

 本人のケアに実質的に関わってきた人、本人

の福祉を最も真摯に考え、かつ実現できる人々

（家族、担当医師、担当ソーシャルワーカー、

友人）らが持っている「本人に関する情報」を

最大限に集めた上で、本人にとってのベストイ

ンタレストを多角的に探究することが求めら

れる。これをインクルーシブ・アプローチとい

う。 

 ケアに関する日常的な決定や専門家による

医療行為の実施は、必ずしも法定後見人

（deputy）によらず、厳格な手続きに則って現

場の責任ある裁量で行う。最終的に決まらない

場合は、法定後見人に優先して、保護裁判所が

意思決定に困難を抱える人々に代わって重大



 
 

な問題（医療行為、住居の変更）決定を行う権

限を有する。 

 意思決定能力がないとみなされた人につい

て、①重大な医療行為、②長期にわたる入院・

入所、③ 「 自 由 剥 奪 の た め の セ ー フ ガ ー ド

（Deprivation of Liberty Safeguards; DoLS）」の手

続きが必要な場合、かつ、本人の周囲に本人の

意思決定を支援したり意思や利益を代弁した

りする家族や友人がいない場合、第三者代弁人

（ＩＭＣＡ）が本人のベストインタレスト（最

善の利益）を追求する場面に立ち会う。ＩＭＣ

Ａは本人のことをよく知る人々から話を聞き、

報告書を代行決定者に提出する。ＩＭＣＡ自身

が代行決定をするわけではない。ＮＨＳや地方

自治体はＩＭＣＡから提出された報告書を十

分に参考にすることで初めてサービス提供で

きることが法的に認められる。 

 

（４）行動障害・触法とＭＣＡ 

 自傷他害などの行動障害のある人は日本で

は家族が疲弊しながら家庭内で対応している

ケースが多く、自閉症を専門的に処遇している

ところを除いて、一般的な入所施設では敬遠さ

れる傾向が強い。ケアホームでは一部の先進的

な取り組みをしているところ以外では受け入

れてくれるところはほとんどなく、むしろ穏や

かに生活していた人がケアホームに入って行

動障害を起こすようになり家族に引き取りを

要請することもある。 

 地域で暮らす行動障害のある障害者の個別

介助として行動援護という制度ができたのは

障害者自立支援法が始まってからだ。国による

行動援護研修や強度行動障害に対応できる職

員研修なども最近始まったが、研修履行者はま

だ多くはなく、どの程度のスキルが身に付いて

いるかの評価もまだ定まっていない。地域によ

っては行動援護の事業所すらないところも少

なくはない。 

 医療ケアの必要な身体障害者などを対象に

長時間の個別介助が行われる重度訪問介護と

いう制度が、行動障害のある知的障害・精神障

害の人にも利用可能になったのは２０１４年

度からである。もともと報酬単価が低く、専門

的なスキルが決して高くはないヘルパーによ

る長時間の個別介助（見守り）には慎重な意見

も根強い。 

 触法障害者の場合、矯正施設から出所すると

地域生活定着支援センターによる特別調整の

対象となるが、多くは入所施設や無料定額宿泊

所に送り込まれているのが実情で、一部のケア

ホームで触法障害者を引き受ける例はあるが、

「地域での受け皿はない」と言っても過言では

ない。 

 重大事件を起こして服役している、ある高機

能発達障害者の場合、矯正施設内でも障害特性

に特化した矯正プログラムを受けておらず、家

族や矯正施設のソーシャルワーカーが退所に

向けて、地域での生活を望む本人の希望に沿っ

た支援体制を整えようとして、精神鑑定をした

医師や出身地の発達障害者支援センターに協

力を要請しても拒否されている。実姉を殺害し

たアスペルガー症候群の男性に対する大阪地

裁判決の「地域に受け皿がない」との指摘はあ

ながち間違っていないばかりか、この判決が出

てから３年経っても事態はあまり変わらない

のではないだろうか。 

 イギリスではＭＣＡによって行動障害や触

法の障害者がどのように本人の意思決定支援

を行い、地域生活を支援できているのかは本調

査の核心と言ってもいい。 

 ＭＣＡ以前から権利擁護活動を行い、第三者

代弁人（ＩＭＣＡ）の養成にも携わっているス

ー・リーさんからは以下の２例の話を聞くこと

ができた。 

 

【例１】 重度自閉症の男性 

 言葉のない自閉症の男性で、自宅で親と暮ら

していた。問題行動がかなりあり、大家族で住

んでいたが自宅で面倒が見きれなくなってき

たので、アセスメントセンターに行ってアセス



 
 

メントをした。本当にニーズがあるのか、どこ

に住むのがいいのかを調べるためだった。私は

自治体から委託されたアドボケートとして彼

に会った。家族がいたのでＩＭＣＡのケースで

はなかった。彼の住んでいる自治体が「アドボ

ケートが必要だ、なぜなら彼は言葉がないか

ら」と要請してきた。 

 私は、彼が他の人と住むのは難しいと判断し

た。家族とはいい関係だった。アセスメントセ

ンターに入所中、彼はスタッフと一緒にサッカ

ーを観るのが好きだったが、他の入所者とは仲

良くなれなかった。「２～３人の小さい家に住

むべきだ、彼には広いスペースが必要で、誰も

来ない場所が必要だ」と私は提案したが、自治

体はぴったりの場所が見つからないので苦労

した。ようやく一つ見つけたが、私はそこでは

うまく行かないだろうと思った。 

 そこで、私は自治体が家を購入し、そこに 24

時間ケアを付けて住むことを提案した。自治体

は、当初はコストがかかるので嫌がったが、最

終的には私の提案に賛同してくれて家を用意

した。24 時間ケアで、スタッフも彼と合う人を

選んだ。パブに行ってサッカーを観たりしてい

る。彼のために特別に見合ったサービスをみん

なで作ったのだ。 

 当時の私の立場は、自治体からの公的費用を

もらって働くアドボケート。すでにＩＭＣＡは

導入されていたが、彼には家族がいたのでＩＭ

ＣＡの適用対象ではなかった。親は常に子ども

のためにと考えているが、中立的な判断をする

のは難しい。もっとＩＭＣＡの適用範囲を広げ

るべきだと思っている。 

 

【例２】てんかんのある女性 

 ２３０人の巨大で特殊なケアホームに住ん

でいた女性は言葉がなく、てんかんを持ってい

た。学校の寄宿舎からずっと住んでいた。そこ

の中で転居を繰り返していた。他の入所者を傷

つけるなどの問題行動があったので。家を改造

してパーティションを設けて一人で暮らせる

ようにしたが、ある夜、ドアを通って他の入所

者を押し倒して入院させてしまった。 

 自治体はもともとの自治体に帰るべきだと

いうことだったが、親は現在の自治体にとどま

ってほしいと思っていた。ケアホームは鍵をか

けて「自由の制限」をしていたが、自治体は「自

由の制限」を４週間に限って認めた。 

 まず、「ベストインタレスト会議」が開かれ

た。私は彼女の立場にたった。自治体が彼女の

能力アセスに訪れたりしたので、彼女は状況が

変わったことを察知して不安になり、問題行動

が増えていったように思われた。ケアホームか

ら「暴力が増えたのでこれ以上ここにはいられ

ない」といわれ、出ることになった。父親が病

気なので家に戻すわけにはいかず、かつ、すぐ

に決めなければならなかった。 

 確かに、その施設に長期間住んでいるので、

住み続けることがふさわしいのかもしれない。

そのようなアドボケートをするべきか。しかし、

問題行動も増えて逃亡もしており、これは、彼

女にとってふさわしくないところだ、と表現し

ているのではないかと考えた。だが、親からは、

親の希望に添ってくれることを期待されてい

た。親は私の第三者性を理解してくれず、「な

ぜそんなことをいうのか」と言われた。 

 結果として、第三の自治体に転居させた。海

が好きなので、海の近くの自治体で、他の二人

の女性と一緒に住まわせた。問題行動は全く収

まった。他の二人とはとても良くなった。海辺

の近くの家で２４時間ケアを受けている。てん

かんがあるので、１対１のケアを受けていた。

夜には１５分おきにチェックされる。マットレ

スの下にアラームがあり、発作が起きたらセン

サーで別の大きなケアホームにいる看護師が

駆けつける。地域に行くときは２～３人が介助

に付くこともあった。グラスを並べ替えたりす

る強迫障害があるし、子どもが嫌いで蹴飛ばし

たりするので。スタッフが予測しながら介助し

ている。 

 彼女が住んでいるところはサポーテッドリ



 
 

ビング。お金がかかると思われるだろうが、施

設にいたときよりもコストは低い。施設では看

護師や心理士などの専門職を配置している。彼

女はパーソナルアシスタンスを受けている。み

んなは、てんかん専門の支援があるところでな

ければならないと思っていたが、そうではなく、

服薬が管理できればよいことがわかった。 

 

（５）ＮＡＳ（イギリス自閉症協会）と触法障

害者支援 

 イギリス国内最大の自閉症支援団体で学校

や施設を多数運営し、調査研究活動、権利擁護

活動も活発に行っているのがＮＡＳ（イギリス

自閉症協会）である。かつては触法の発達障害

の「ヘイズ矯正施設」を運営していた。 

 今回の調査ではロンドン市内で高機能発達

障害の人々が集まって「死刑制度」「宗教と社

会」について討議するソーシャルスキル・トレ

ーニングを見学させてもらったほか、サリー州

にある「リンデンハウス」で自閉症の人たちが

映画のシナリオを書いたり、絵画を描いたりす

る日中活動の場を見学させてもらった。 

 リンデンハウスではＭＣＡが施行される以

前から地元の警察や裁判にさまざまな場面で

関わってきた。逮捕された場合や裁判所に、自

閉症の専門家として参加し、警察官や拘置所職

員へのトレーニングを行ってきた。自閉症の人

の中には白い壁は反射して感覚過敏が刺激さ

れるので部屋を変えるよう要請したりする。自

閉症の人は警察の言葉を理解できないことが

ある。たとえば「charge」は「告訴する」「起

訴する」という意味だが、彼らは「充電される」

という別の意味で受け取ったりするのだ。 

 取り調べの付き添いであるＡＡ（アプロプリ

エイト・アダルト）もやる。「criminal justice 

autism meeting」は年に３回開かれる司法関係

者の会議で、逮捕されて拘置所にいる人にどう

接すればいいかといったことを議論している。

たとえば、視線を合わせないからといって、嘘

をついているとは理解しないように捜査官に

伝えたりしている。警察が身体を触ることによ

って問題行動が起きるのだということを裁判

で説明したこともある。警察が自閉症協会に助

けを求めて来ることもあるという。 

 リンデンハウス職員から触法障害者の支援

について具体例を聞くことができた。 

 

【例３】放火の男性 

 ２箇所に放火して１７年ブロードモア高度

保安病院にいた人のケアをしたことがある。自

分で自分の目をついて盲目になった人で、自閉

症だとは長年気づかれなかった。ＮＡＳでライ

フスキル（感情のコントロール等）を学び、１

４年経ってもまだＮＡＳのデイサービスなど

を受けている。 

 １０人のレジデンシャルケアに住み、盲目な

ので外出時には支援者がつく。 

 精神保健法に基づく措置として転居の自由

を制限され、たばこを吸う人だが、マッチやラ

イターを持つことは禁じられている。当該制限

については、毎年レビュー会議を開いている。

その場に彼の母がアドボケートとして出席し

ている。 

 パーソナルアシスタンスではなく、活動毎に

違う人がついている。夜間は最低でも３人がつ

いている。これはレジデンシャルケアに課せら

れた要件でもある。 

・最初の数ヶ月は問題行動や妄想がかなりあっ

た。ブロードモアで、他の患者から学んでしま

った。廊下を行ったり来たり、目をたたいたり

大声で叫んだりするが、構造化されたサービス

があることで問題行動が減る。彼特有のコミュ

ニケーション方法のガイドラインをつくり、

「ダイレクトランゲージ（明確な言葉遣い、丁

寧に言い過ぎない）をすればわかる人」などと

書かれている。 

 ブロードモアでは問題行動は悪化した。非常

に感覚過敏があるのに、衣服を選べない。また、

彼は偶数が好きで、目を叩くときにも１９回で

はなく２０回叩く。ブロードモアでは彼の障害



 
 

特性に関する理解がなくて、奇数で止めようと

して失敗に終わったりしていた。 

 「問題行動が激しい」とレッテル貼られた人

が来ても、構造化された対応をすればそれほど

たいへんではないことが多いといい、ＮＡＳは

行動障害のある人の支援を多数行っている。た

とえば、庭の汚いガラスを拾って、手首を傷つ

ける女性がいる。本人にとっては自傷の必要性

というものがあるのだから、彼女に清潔なはさ

みを渡して使わせるようにした。そうすれば、

ガラスでは何度も切りつけていたのが、一度か

二度の切りつけで済むようになった。ひどい話

のように聞こえるかもしれないが、汚いガラス

で何度も切りつけることを考えればましだと

考えている。その後、もちろん手当もする。 

 パーソナルアシスタンスは、障害者がダイレ

クトペイメントによって自分で介助者を雇う

場合、ずっと１人の介助者が付くことが多いが、

それよりもグループで支援する方が良いとＮ

ＡＳでは考えている。なぜなら、支援者個人が

つぶれたときのダメージが少ないからだ。家族

や各方面からプレッシャーを受ける仕事なの

でつぶれるリスクは少なくない。 

 問題行動については、心理学のバックグラウ

ンドのある人（学者ではないが勉強した人）が

ここには３人いる。たとえば「不安がある」と

いう人には、グループセラピー、コーピングス

キルを行う。 

 behavior coordinator のジニーによると、６

～７人で不安解消セッションを開いている。方

法論としては、呼吸テクニック、日記、視覚化

（静かな場所を思い浮かべる）など各人にあわ

せている。たとえば、ある人は、いつもと違う

ことをさせると問題行動につながるので、週５

日間同じ時間割にしている。各人特有の「やり

方」＝価値、物事の順位付け、スケジューリン

グを理解することが大事だ。彼らの周囲では理

解してくれる人が少ないのだが。 

 「ＮＡＳにとってＭＣＡのインパクトはなか

った」という。以前からベストインタレスト会

議を開いていたし、そもそも自由の制限はして

いない。帰りたいときには帰らせる。たとえば、

ほかの人を叩きはじめたら、帰りたいのだと理

解して帰すようにしている。 

 恋愛、性について興味のある人はいる。特定

のパートナーがいる人もいるが、われわれは性

に関する支援は専門ではないので、「Consents」

という専門の会社を使っている。大人のおもち

ゃを使って、性的欲求の発散方法を教えたりす

る。そうでないと所構わずに性的な行動をした

りするので。 

 

（６）アドボケート機関による触法障害者支援 

 イギリス国内にはＭＣＡに定められた権利

擁護のサービスの委託を受けている大小さま

ざまな機関が多数存在する。そのうち国内ほぼ

全域に事業所を構える「POhWER」という機

関を訪問し組織や活動内容について話を聞い

た。触法障害者が収容されている保安病院にも

同機関の職員が勤務し、退院に向けた調整を担

っているという。また、POhWER に次ぐ規模

の「VoiceAbility」という機関の第三者代弁人

（ＩＭＣＡ）のジュディ・ウィナーにインタビ

ューし、意思決定能力にハンディのある重度知

的障害者らのベストインタレスト（最善の利

益）の追求におけるキーパーソンであるＩＭＣ

Ａの実情について詳しく聞くことができた。 

国連障害者権利条約の批准によって、日本国

内でも意思決定支援の制度化や成年後見の見

直しが迫られているが、その際に議論の核心部

分になるのが判断能力や意思決定能力にハン

ディのある人の意思をどのように汲み取り、財

産管理や居住場所の決定のような法律行為や

日常の事実行為を障害者本人の意思に基づい

たものにしていくかであることは言をまたな

いだろう。 

イギリスのベストインタレストについても

国連障害者権利条約委員会から異論が呈せら

れ、また、ＭＣＡの運営実態に関する評価や調

査を行っているメンタルヘルス財団によれば、



 
 

ベストインタレストの約１割は法的な要件を

満たさずに行われているという問題も指摘さ

れている。ただ、どんな重度障害者にも意思は

あり、その意思の確認に周囲の人的資源を結集

して迫っていこうという理念やシステムには

日本も多いに学ぶべきものがあると思われる。 

 

○POhWER 

 スタッフ約３００人（うち２５０人がフル

タイム、５０人がパートタイム）。イングラ

ンドの３分の２で事業を提供している。業務

内容は①NHS の医療に対して不満がある人へ

のサービス ②コミュニティーアドボカシ

ー ③IMHA ④IMCA など。 

 照会してくる機関は、レジデンシャルサー

ビスだったり、自治体だったりする。照会に

対して調査を断ることはできないが、必要性

と問題の質によって、照会の重要性を判断す

る。ソーシャルワーカー、看護師をトレーニ

ングすることもある。例えば、病院からレジ

デンシャルホームに伴い IMCA を呼ぶ場合に

は、転居の一日前ではなく、もっと前に呼ん

でもらえれば、どういうところに住みたいか、

都会のレジデンシャルホームか海辺の田舎

かを調べられる。だから、医療スタッフを啓

発して、早めに IMCA を呼ぶようにと教育し

ている。刑務所へのアドボカシー、薬物依存・

アルコール依存のグループへのアドボカシー

も行う。 

 刑務所の環境、状況のせいで、難しい。刑務

所は独立しているので、外部の者を受け入れに

くいということがある。刑務所にいる人、コ

ートダイバージョン、刑務所から保安病院に

移った人。アドボカシーのプロセスをとおし

て、セーフガードを確保しなければならない。

本人のアドボケートでは、なぜここにいるの

か、刑務所に行くのかを理解させる。なぜ保

安病院にいるのかを説明する。病院の中でな

お犯罪行為をする人もいる。ブロードモアの

手厚い支援とは別に、さらに、POhWER が自治

体からお金をもらって支援を提供している

場合もある。それは契約による。私は前職で

ブロードモアにいたが、アドボカシーの質に

よるのだ。IMCA は、どこにいようと自治体が

払わねばならない。IMHA は違う。 

 ウィンターボーンビュー事件によって、人々

は地域に帰るべきだと言われるようになった。

これは、自治体にとってはチャレンジだ。地域

に資源がないから。先週のロンドンのある自治

区の例では、１５０人が基準を満たしていたが、

３人しか地元に帰れなかった。資源が足りない

ので、民間会社が施設を作ろうとしている。大

きな施設ではなく、小さな施設を。例えば、バ

ンガローの集まりで、各バンガローには人が住

んでおり、中央コードヤードがあって、各バン

ガローについているカメラでスタッフが監視

しており、なにか有ればスタッフが飛んでくる

というもの。 

 

○ジュディ・ウィナー 

IMCAが使われる場合は次の5つに分類され

る。①居住地を移転するとき ②医療上の重

大な決定をするとき ③「自由剥奪のためのセ

ーフガード（Deprivation of Liberty Safeguards; 

DoLS）」の手続きが必要な場合。以上の３つは、

要件に当てはまるときには IMCA が義務的に

つけられる。④Accommodation、⑤虐待のと

きとして。以上の２つは任意的につけられる。 

医療上の重要な決定については、意思決定

者は通常医師である。「重大な」という条件

は、治療をすること、治療を止めることであ

る。「重大」性を判断するには、利益と不利

益のバランスを見る。本人にとって重大な決

定であれば良い。例えば、針を恐れる自閉症

者であれば、単なる注射であっても重大な決

定に当たりうるのだ。問題は、医師は常にそ

う考えるとは限らないこと。本人にとって重

大な決定で本来 IMCA を呼ぶべき状況でも、

呼ばないことがあることだ。 

居住地移転の場合、意思決定者は通常ソー



 
 

シャルワーカーである。要件としては①長期

の移転、すなわち、病院への入院であれば 28

日間以上、ケアホームへの移転であれば 8日

間以上。「ケアホーム」というのは、支援付

き住宅の全てを含む。グループホーム、ナー

シングホームを含む。但し、レスパイトは含

まない。②NHS、ソーシャルワーカー、自治

体のどれかが支援決定をするとき。 

自由の剥奪の場合については MCAより後に

できた新しいもの。「セーフガーディングプ

ロセス」として、会議をして安全性を話し合

うプロセス。ケアホームでは、意に反して住

んでいる人がいる。ケアホームは、そこに居

住する人々が彼らのベストインタレストに

基づいて居住している、ということを証明し

なければならない。はじめは、出て行きたい

意思を表明している人だけが対象とされて

いたが、2009 年のチェシャーウェスト事件を

きっかけに法律が変わり、たとえ入所に不満

を述べていないとしても、継続的なコントロ

ール下に置かれている人のうち、「自己の医

療またはケアのための取決めに同意する能力を欠

く者」、つまり相当な人数が対象となった。 

IMCA の役割は、まず本人に会うこと。何も

わからないと思われている人でも、何かしら

の情報は得られる。例えば、認知症者で会話

がなくても、ずっと同じ事柄をつぶやいてい

れば、それが本人にとって重要な関心事項な

のだとわかる。次に、あらゆる記録を読みこ

む。宗教、外出が好きか等、様々な情報を集

める。意思決定者に会って、どんな選択肢が

あるかを教えてもらう。例えば、ソーシャル

ワーカーから「ケアホームは遠くにしかな

い」との情報をもらえる。 

IMCA は、考慮に入れるべき事項を収集し、

報告する。意見を述べるのではない。そして、

意思決定に対して不服を申し立てることも

できる。不服申立は、まずは自治体へ述べる。

意思決定者の決定にエビデンスがあるかと

いうことが重要だ。自治体は予算を考えがち

だが、費用は考慮に入れてはいけない。それ

でもだめだったときには、保護裁判所に審判

の申し立てを行なう。そうすると、意思決定

者が裁判所に変わる。裁判所には公的ソリシ

ターがいる。今まで私は保護裁判所への申立

をしたことはない。 

 

（７）日本の権利擁護・福祉サービスとの比

較・考察 

行動障害や触法行為のある障害者に対し、現

在日本にある福祉サービスとしては①重度訪

問介護（外出時においても介護を要する四肢麻

痺の障害者、行動障害を有する者が対象） ②

行動援護（行動障害を有する者が対象） ③生

活介護（地域や施設において安定した生活を営

むため常時介護等の支援が必要な者が対象） 

④居宅介護――などがある。 

どのような福祉サービスをどのくらいの量

で提供するかについて市町村が支給決定する

際には、２０１５年からサービス利用等計画が

作成されることになった。まず、認定調査員に

よる訪問調査や主治医の意見書をもとに「障害

支援区分」が認定され、必要であれば市町村審

査会の意見聴取（本人からの意見聴取も必要な

ら行うことができる）をして支給決定が行われ

る。それに基づいてサービス利用計画が作成さ

れる。不服があれば審査請求が可能であるほか、

半年置き程度の間隔で見直し（モニタリング）

が実施される。 

しかし、現実にはサービス利用等計画の作成

に当たる相談支援のスタッフが質量ともに不

足し、家族や事業所から形式的に話を聞いてお

ざなりな計画が作成されるケースが多く、言葉

によるコミュニケーションが難しい重度の知

的障害者の場合は本人の意思を確かめる発想

すらないまま家族の意向を聞いて計画が立て

られているのが実態とも言える。イギリスＭＣ

Ａにおける意思決定支援やベストインタレス

トの追求の理念や手続、現場での実践とは雲泥

の差があることを認めざるを得ない。 



 
 

また、自傷他害などの行動障害のある人の場

合は入所施設やグループホームから敬遠され

ることが多く、家族が疲弊し傷だらけになりな

がら家庭内で対処せざるを得ず、自治体担当者

や相談支援スタッフが引受先を探すのに苦労

しているのは珍しくない。自傷他害などの行動

障害に対しては身体を押さえつけるなど身体

拘束をしなければ対処できない現場が多く、そ

れが職員の自信やモチベーションの喪失につ

ながり、虐待の温床を生んできたといっても過

言ではない。 

しかし、障害者本人はどのような暮らしを望ん

でいるのかという最も中心的に考えられねば

ならないことが抜け落ちたまま、場当たり的な

身体拘束によって行動障害をエスカレートさ

せてきた面はないだろうか。2007 年の精神保

健法改正を受けて、MCA の一部を改正する形で

新たに導入され、2009 月４月１日に施行された

「 自 由 剥 奪 セ ー フ ガ ー ド（ Deprivation of 

Liberty Safeguards：DoLS）」の手続きが必要

な場合が新たにＩＭＣＡの任務に加えられた。

直接的な身体拘束だけでなく、施錠されるグル

ープホーム、２４時間の見守りも障害者本人の

自由を拘束するものとして適切かどうかがチ

ェックされることになった。 

日本では障害者虐待防止法（2009年）によっ

て真に理由のない身体拘束を虐待の一つとし

て法的に初めて位置づけ、厚生労働省のガイド

ラインで必要性の判断や身体拘束した際の手

続について定められた。身体拘束をなくすため

の強度行動障害に対処する研修を国が実施し

ているほか、現場の福祉施設等でも行動障害へ

の対応の研修が行われるようになってきた。同

法施行前に比べて虐待や身体拘束に対する認

識は改善されつつあると言えるが、イギリスＭ

ＣＡの厳密さを見るとき、まだ道半ばの感は否

めないだろう。 
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